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表紙

証券コード：8918

第28回  定 時 株 主 総 会
　

▶▶▶
　会場の座席は、引き続き一定の間隔をあけた配置と
なりますので、ご用意できる座席が限られておりま
す。そのため、満席となりました場合は、入場を制限
させていただくことがございますので、あらかじめご
了承ください。
　本株主総会の運営に変更が生じた場合、インターネ
ット上の当社ウェブサイト（http://www.land.jp）
に掲載させていただきます。

招集ご通知

開催日時
　

2024年５月23日（木曜日）
午前10時（受付開始　午前9時20分）

開催場所
　

神奈川県横浜市西区北幸二丁目11番１号
横浜駅西口 タカシマヤ ローズホール

決議事項
　

第１号議案 取締役（監査等委員である取
締役を除く。）２名選任の件

第２号議案 監査等委員である取締役１名
選任の件

第３号議案 退任取締役に対する死亡弔
慰金贈呈の件
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株主各位

証券コード　8918
2024年５月８日

（電子提供措置の開始日2024年５月１日）
株　主　各　位

神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番29号
株式会社　ラ　　ン　　ド

代表取締役社長 松　谷　昌　樹

１．日 時 2024年５月23日（木曜日）　午前10時（受付開始　午前9時20分）
２．場 所 神奈川県横浜市西区北幸二丁目11番１号

横浜駅西口 タカシマヤ ローズホール
３．目的事項
報告事項 １．第28期（2023年３月１日から2024年２月29日まで）

事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書
類監査結果報告の件

２．第28期（2023年３月１日から2024年２月29日まで）
計算書類の内容報告の件

決議事項

第28回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第28回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席されない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することがで
きますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年５月22日（水曜日）午後
７時までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

［インターネットによる議決権行使の場合］
　議決権行使書用紙に記載された「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」をご利用いただき、当
社指定の議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスのうえ、画面の案内にし
たがって、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。
　なお、インターネットによる議決権行使に際しましては、29頁から30頁に記載の「インター
ネットによる議決権行使のお手続きについて」をご確認くださいますようお願い申しあげます。

［郵送による議決権行使の場合］
議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するよう

ご返送ください。
敬　具

記

第１号議案　　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件
第２号議案　　監査等委員である取締役１名選任の件
第３号議案　　退任取締役に対する死亡弔慰金贈呈の件
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株主各位

【当社ウェブサイト】
　http://www.land.jp

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】
　https://d.sokai.jp/8918/teiji/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

     

４．議決権行使のお取り扱い
⑴ 議決権行使書面において、各議案に賛否の意思表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして

お取り扱いいたします。
⑵ 議決権行使書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議

決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
⑶ インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使と

してお取り扱いいたします。

５．電子提供措置事項
⑴ 本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電

子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに「第28回定時株主総会招集ご通
知」及び「第28回定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項）」として掲載しておりますので、い
ずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ランド」または「コード」
に当社証券コード「8918」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、
「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

⑵ 本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面を
送付しています。ただし、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第14
条の規定に基づき、本書面には記載しておりません。なお、これらは、監査等委員会が監査報告を、会
計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際して、監査対象になった事項であります。
① 事業報告の「業務の適正を確保するための体制」及び「業務の適正を確保するための体制の運用

状況の概要」
② 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」
③ 計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」

⑶ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記の各ウェブサイトに修正した旨、修正前の事項及び修正
後の事項を掲載させていただきます。

以　上

◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげま
す。

◎ 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として株主総会にご出
席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。
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事業の経過及びその成果

( 2023年 3 月 1 日から
2024年 2 月29日まで )

事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況に関する事項
⑴　事業の経過及びその成果

当連結会計年度（2023年３月１日から2024年２月29日まで）におけるわが国経済は、新型コロナウイル
ス感染症に対する制限緩和により経済活動の正常化が進み、インバウンド需要、雇用・所得環境などの国内
経済活動の正常化が進んでいるものの、世界的な金融の引き締め、エネルギー価格の高騰、各国における紛
争の長期化、物価上昇による個人消費への影響など、依然として先行きは不透明な状況が続いております。

当社グループの属する不動産業界におきましては、低金利下での良好な資金調達環境を背景に、国内外の
投資家の投資意欲は依然として高く、不動産市況全体としては堅調に推移しているものの、土地価格及び建
設工事費等の原価高騰による不動産価格の高額化、金融政策変更に伴う市場への影響等も見極める必要があ
り、今後の新規案件への投資については、収益性の検討をより慎重に行うことが必要になってきておりま
す。

また、再生可能エネルギー関連投資事業につきましては、低金利や政府による経済政策を背景に、良好な
資金調達環境を活用したエネルギーファンド等の組成が活発であり、政府によるグリーン成長戦略の推進等
の後押しもあり、今後も市場の拡大が期待されております。

このような環境下において、当社グループは「豊かで快適な暮らしの創造」を企業理念とし、経営基盤の
強化を図るとともに、更なる企業価値の向上を目指し、最大限の努力を継続してまいりました。

その結果、当連結会計年度の売上高は2,101百万円(前期比48.8％減)、営業利益は230百万円(前期比
82.2％減)、経常利益は253百万円(前期比81.3％減)、親会社株主に帰属する当期純利益は240百万円(前期
比81.2％減)となりました。

事業セグメントごとの業績につきましては、以下のとおりであります。
なお、各事業セグメントの金額は、セグメント間取引を相殺消去する前の金額であります。

(不動産事業)
不動産事業につきましては、デベロッパー向け共同住宅用地や、共同事業形式による事業用地の売却

及び買取再販案件の引渡し等を行った結果、売上高は1,914百万円（前期比35.5％減）、営業利益は514
百万円（前期比43.2％減）となりました。

(再生可能エネルギー関連投資事業)
再生可能エネルギー関連投資事業につきましては、太陽光発電所に係る共同事業の精算等を行った結

果、売上高は175百万円（前期比84.6％減）、営業利益は129百万円（前期比77.0％減）となりました。
(その他の事業)

その他事業につきましては、前連結会計年度に新たに設立した連結子会社等の事業収益・費用等を計
上した結果、売上高は11百万円、営業損失は51百万円（前期は44百万円の営業損失）となりました。
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設備投資等の状況、資金調達の状況、対処すべき課題

⑵　重要な設備投資等の状況
該当事項はありません。

⑶　重要な資金調達の状況
当連結会計年度においては、不動産事業におけるプロジェクト資金及び第１回無担保転換社債型新株予約

権付社債の発行等により、総額903百万円の資金調達を行いました。

⑷　対処すべき課題
当社グループは、「豊かで快適な暮らしの創造」を企業理念として成長し続ける企業体の構築を目指すと

ともに、SDGsやESGを意識しながら社会に貢献できる新たな事業機会の創出を含めた収益基盤の構築を行
うことで、環境変化に強い高収益な企業体質の確立を目指しております。
そのために他社との差別化を推進し、長期的な競争優位性を維持しながら、収益力向上を図るため、特に

以下の内容を重要課題として取り組んでまいります。
①資金調達力の強化

当社グループは、収益力を強化し、強固な経営基盤を形成するためには、引き続き安定的な資金調達
が課題であると認識しております。
そのため、更なる財務基盤の充実を図るとともに、当社グループの置かれている状況を総合的に勘案

したうえで、円滑かつ多面的な資金調達を行ってまいります。
②事業基盤の拡充及び収益力の強化

当社グループは、不動産事業及び再生可能エネルギー関連投資事業の分野において流動化プロジェク
ト等への投資を積極的に展開してまいりました。
当社グループといたしましては、これらの流動化案件の推進の他、シナジー効果やリスク分散効果の

観点から、新たな事業の柱となるべき事業の構築を行い、事業基盤の拡充及び収益力を強化してまいる
所存であります。

③内部管理体制の強化
当社グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、引き続き、経営の健全性と

効率性を高めていくことが必要と考えており、こうした課題の実現に向けて、コーポレートガバナン
ス・コードに添って、内部管理体制の強化に取り組んでまいります。
また、コーポレート・ガバナンス強化の一環として内部統制システムに係る基本方針を制定してお

り、同基本方針の着実な運用に加え、責任ある経営体制の構築及び経営に対する監督機能の強化並びに
透明性の向上に努めることで、一層の体制強化を図ってまいります。

当社グループは、以上のような経営方針の下、当社のオリジナリティを発揮した事業展開を推進すること
で、着実な企業価値の向上を実現してまいります。
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重要な企業結合等の状況、財産及び損益の状況の推移、重要な親会社及び子会社の状況

⑸　重要な企業再編等の状況
該当事項はありません。

期別

項目
第　25　期

2021年２月期
第　26　期

2022年２月期
第　27　期

2023年２月期
第　28　期

(当連結会計年度)
2024年２月期

売 上 高 (千円) 1,141,705 3,026,375 4,102,087 2,101,567

経常利益又は経常損失 (△ ) (千円) △2,788,663 1,591,253 1,357,119 253,140

親会社株主に帰属する当期純利
益又は親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 ( △ )

(千円) △2,789,076 1,670,057 1,276,447 240,050

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失 (△ ) (円) △1.94 1.16 0.89 0.17

総 資 産 (千円) 6,038,805 7,170,499 8,598,482 9,847,025

純 資 産 (千円) 4,600,305 6,185,903 7,318,978 7,574,055

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 3.19 4.31 5.10 5.20

⑹　財産及び損益の状況の推移

（注）１．「１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)」は、期中平均発行済株式総数（自己株式を控除した株式数）
に基づき算出しております。

　　　２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第27期の期首から適用しており、第27期
以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

会　社　名 資　本　金 当社の議決権比率 主要な事業内容

株式会社ＴＴＳエナジー １百万円 100.0％
再生可能エネルギー関連投資事業
不動産事業

⑺　重要な親会社及び子会社の状況
重要な子会社の状況

（注）上記の他、3社の連結子会社がございます。
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主要な事業内容、主要な営業所及び事業所、従業員の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

セグメント区分 事業の内容

不動産事業
住宅（区分所有マンション・戸建てを含む。）、オフィスビル、ホテル、商業施設、
物流施設や宅地造成等の開発型不動産をはじめとした各種不動産の企画・開発・販売
を行う事業（共同事業形式による不動産投資等を含む。）

再生可能エネルギー
関連投資事業

太陽光発電所やバイオマス発電所等の再生可能エネルギー案件の不動産開発をはじめ
とした投資事業（共同事業形式による再生可能エネルギー関連投資等を含む。）

その他の事業 不動産事業および再生可能エネルギー関連投資事業に属さない事業（共同事業形式に
よる投資等を含む。）

⑻　主要な事業内容（2024年２月29日現在）

当社
本社 ：　　神奈川県横浜市西区

本社 ：　　福岡県飯塚市

⑼　主要な営業所及び事業所（2024年２月29日現在）

株式会社ＴＴＳエナジー

使用人数 前連結会計年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数
13名 ２名増 39.1歳 4.8年

⑽　従業員の状況（2024年２月29日現在）

借 入 先 借入金残高
千円

株式会社ラクリマ・クリスティ 274,551
日本住宅建設産業関東協同組合 144,600
株式会社きらぼし銀行 139,822

⑾　主要な借入先の状況（2024年２月29日現在）

⑿　その他企業集団の現況に関する重要な事項
資本金につきましては、2024年２月28日開催の臨時株主総会において10,000千円に減資する旨を決議い

ただき、同日に効力発生しております。
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会社の株式に関する事項

⑴　発行可能株式総数 5,763,896,000株

⑵　発行済株式の総数 1,461,807,333株（うち自己株式7,257,097株）

⑶　株主数 37,468名

株　　　　　主　　　　　名 持 株 数 持 株 比 率
株 ％

松 谷 昌 樹 320,036,000 22.00

株 式 会 社 ラ ン ド コ ー ポ レ ー シ ョ ン 160,000,000 11.00

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト
信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 105,910,600 7.28

岡 　 秀 朋 30,257,600 2.08

Ｂ Ｎ Ｙ Ｍ  Ａ Ｓ  Ａ Ｇ Ｔ ／ Ｃ Ｌ Ｔ Ｓ
Ｎ Ｏ Ｎ  Ｔ Ｒ Ｅ Ａ Ｔ Ｙ  Ｊ Ａ Ｓ Ｄ Ｅ Ｃ 29,243,200 2.01

ＢＮＹＭ ＳＡ／ＮＶ ＦＯＲ ＢＮＹＭ ＦＯＲ ＢＮＹ ＧＣＭ 
Ｃ Ｌ Ｉ Ｅ Ｎ Ｔ  Ａ Ｃ Ｃ Ｏ Ｕ Ｎ Ｔ Ｓ  Ｍ  Ｌ Ｓ Ｃ Ｂ  Ｒ Ｄ 18,204,966 1.25

小 沢 一 光 15,500,000 1.07

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ） 14,710,800 1.01

協 和 青 果 株 式 会 社 12,000,000 0.82

御 所 野 侃 8,000,000 0.55

２．会社の株式に関する事項（2024年２月29日現在）

⑷　大株主（上位10名）

（注）　持株比率は、自己株式（普通株式7,257,097株）を控除して計算し、小数点以下第3位を四捨五入しております。

⑸　その他株式に関する重要な事項
当事業年度においては、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換により、普通株式の発行済株式

総数が20,833,333株増加いたしました。

－ 7 －
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会社の新株予約権等に関する事項

決議年月日 2023年10月17日
新株予約権の数（個）※ 15
新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）※ －
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　(注）２
新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 750,000,000　(注）１
新株予約権の行使期間 ※ (注）３
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
価額及び資本組入額（円）※

発行価額　(注）４
資本組入額　(注）５

新株予約権の行使の条件 ※ 各新株予約権の一部行使は
できない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 当社取締役会の承認を要す
るものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ 該当事項はなし。
新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び
価額 ※ (注)１

新株予約権付社債の残高（円）※ 750,000,000

３．会社の新株予約権等に関する事項
⑴　当事業年度の末日において当社役員が保有している新株予約権の状況

　該当事項はありません。

⑵　当事業年度中に使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。

⑶　その他新株予約権等に関する重要な事項
　①第１回無担保転換社債型新株予約権付社債

※　新株予約権の発行時（2023年11月２日）における内容を記載しております。
(注）
１．新株予約権の行使時の払込金額
　　①　本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
　　　(イ)　本新株予約権１個の行使に際し、当該本新株予約権が付された各社債（金50,000,000円）を
　　　　　出資するものとする。
　　　(ロ)　本新株予約権１個の行使に際して出資される財産の価額は、各社債の金額（金50,000,000円）
　　　　　と同額とする。
　　②　転換価額
　　　(イ)　転換価額
　　　　　各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額
　　　　（以下「転換価額」という。）は、7.2円とする。
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会社の新株予約権等に関する事項

決議年月日 2023年10月17日
新株予約権の数（個）※ 1,400,000　(注）１
新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）※ －

　　　(ロ)　転換価額の調整
　　　　　本新株予約権付社債の発行後、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる
　　　　可能性がある場合でも、転換価額を調整しない。
２．本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分
　　（以下当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。）する当社普通株式の数は、
　　同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額（金750,000,000円）を当該行使時におい
　　て有効な転換価額で除して得られる数とする。但し、会社法の規定に基づいて現金により精算する
　　（当社が単元株制度を採用している場合において、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生す
　　る場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、
　　１単元未満の株式はこれを切り捨てる。）。なお、かかる現金精算において生じた１円未満の端数は
　　これを切り捨てる。
３．本新株予約権を行使することができる期間
　　本新株予約権の新株予約権者は、2023年11月６日から2026年11月２日（本社債が繰上償還される
　　場合には、当該償還日の前営業日）までの間（以下「行使期間」という。）、いつでも、本新株予約
　　権を行使することができる。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を
　　最終日とする。行使期間を経過した後は、本新株予約権は行使できないものとする。
　　但し、上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。
　　　①　当社普通株式に係る株主確定日及びその前営業日（振替機関の休業日でない日をいう。）
　　　②　振替機関が本新株予約権の行使の停止が必要であると認めた日
　　　③　組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要である場合であって、当社が、行使
　　　　請求を停止する期間（当該期間は１か月を超えないものとする。）その他必要事項を当該期間の開
　　　　始日の１か月前までに本新株予約権付社債権者に通知した場合における当該期間
　　　④　各年の12月末日（同日を含む。）から翌年2月末日（同日を含む。）までの期間
４．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価額
　　本新株予約権の行使により株式を発行する場合の当社普通株式１株の発行価額(会社法上の本新株予約
　　権の行使に際してする出資の目的となる財産の１株当たりの価額)は、行使された本新株予約権に係る
　　第１回転換社債型新株予約権付社債の金額の総額を、「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株
　　式の数で除して得られる金額となる。
５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
　　本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
　　第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ
　　たときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増
　　加する資本金の額を減じた額とする。

　②第11回新株予約権
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会社の新株予約権等に関する事項

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　140,000,000
  (注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 1,120,000,000
新株予約権の行使期間※ （注）２
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
価額及び資本組入額※

発行価額（注）３
資本組入額（注）４

新株予約権の行使の条件※ 各本新株予約権の一部行使
はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 当社取締役会の承認を要す
るものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ 該当事項はなし。
※　新株予約権の発行時（2023年11月２日）における内容を記載しております。
(注）
１．新株予約権１個につき目的となる株式数は100株とする。
　　なお、当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合（以下「株式分割等」と総称する。）を行う場
　　合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時
　　点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満
　　の端数は切り捨てる。
　　調整後割当株式数＝調整前割当株式数×株式分割等の比率
２．新株予約権を行使することが出来る期間は、2023年11月6日から2026年11月2日までとする。
　　なお、行使期間最終日が営業日でない場合はその前営業日を最終日とする。但し、以下の期間について
　　は、行使請求をすることができないものとする。
　　　①　振替機関が本新株予約権の行使の停止が必要であると認めた日
　　　②　組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要である場合であって、当社が、行使
　　　　請求を停止する期間(当該期間は１か月を超えないものとする。)　その他必要事項を当該期間の開
　　　　始日の１か月前までに本新株予約権の新株予約権者に通知した場合における当該期間
　　　③　当社普通株式に係る株主確定日及びその前営業日（振替機関の休業日でない日をいう。）各年の
　　　　12月末日(同日を含む。) から翌年２月末日(同日を含む。) までの期間
３．本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の払込金額は、行使請求に係る各本新株予約権の
　　行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加え
　　た額を、「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額とする。
４．本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則
　　第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし(計算の結果１円未満
　　の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。) 、当該資本金等増加限度額から増加する資本
　　金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
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会社役員に関する事項

会社における地位 氏　　　名 担当及び重要な兼職の状況
代 表 取 締 役 社 長 松 谷 昌 樹
常 務 取 締 役 佐 瀬 雅 昭 管理部長
取 締 役
（ 常 勤 監 査 等 委 員 ） 齊 藤 守 人

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 五 十 嵐 　 啓 　 二 日比谷見附法律事務所 代表

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 平 井 清 志

氏　　名 担　　当
変　更　前 変　更　後 異動年月日

佐　瀬　　雅　昭 管理部長 管理部担当 2024年４月１日

４．会社役員に関する事項
⑴　取締役の状況（2024年２月29日現在）

（注）１. 取締役（監査等委員）齊藤守人氏、五十嵐啓二氏、平井清志氏の３氏は社外取締役であります。なお、当社は３氏を東京証
券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

２. 取締役（監査等委員）齊藤守人氏及び平井清志氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を
有しております。

３. 取締役（監査等委員）五十嵐啓二氏は、弁護士として企業法務及び税務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の
知見を有しております。

４. 取締役（監査等委員）齊藤守人氏は常勤の監査等委員であります。
常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の社内からの情報収集を円滑に進めるため及び内部監査部門との緊
密なやりとりを通じた連携の実効性確保のため必要と判断しているためであります。

5. 2023年５月25日開催の第27回定時株主総会終結の時をもって、取締役（監査等委員）大畑俊信氏は、任期満了により退任
いたしました。

6. 2023年５月25日開催の第27回定時株主総会において、平井清志氏は新たに取締役（監査等委員）に選任され就任いたしま
した。

7. 常務取締役　渡部隆氏は、2024年１月15日に逝去されたことにより同日付で退任いたしました。なお、退任時における担
当は経営企画部長でありました。

8. 取締役の担当の状況が次のとおり変更されました。

⑵　責任限定契約の内容の概要
　当社は、定款に業務執行取締役を除く取締役（以下、「非業務執行取締役」という。）の責任限定契約
に関する規定を設けており、当社と各非業務執行取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法
第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限
度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

⑶　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、保険会社との間で、当社の取締役（当事業年度中に在任していた者を含む。）を被保険者とす
る、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が
負担しております。
　当該保険契約の内容の概要は、被保険者である対象役員が、その職務の執行に関し責任を負うことまた
は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社
が補填するものであり、１年毎に契約更新しております。
　なお、当該保険契約では、当社が当該役員に対して損害賠償責任を追及する場合は保険契約の免責事項
としており、また、填補する額について限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損
なわれないようにするための措置を講じております。
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会社役員に関する事項

氏　　　名 主な活動状況及び期待される役割に関して行った職務の概要

齊 藤 守 人
当事業年度開催の取締役会17回全てに出席し、また、監査等委員会13回全てに出席し、議案の審議等
に必要な発言を適宜行っております。取締役会の監督機能強化への貢献が期待されており、税務の専門
家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を活かした助言をいただいております。また、同氏は指名報
酬委員会の委員として、独立社外役員の立場から職責を果たしております。

五 十 嵐 　 啓 　 二
当事業年度開催の取締役会17回全てに出席し、また、監査等委員会13回全てに出席し、議案の審議等
に必要な発言を適宜行っております。取締役会の監督機能強化への貢献が期待されており、法律の専門
家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を活かした助言をいただいております。また、同氏は指名報
酬委員会の委員として、独立社外役員の立場から職責を果たしております。

平 井 清 志
2023年５月25日就任以降、当事業年度開催の取締役会13回全てに出席し、また、監査等委員会10回
全てに出席し、議案の審議等に必要な発言を適宜行っております。取締役会の監督機能強化への貢献が
期待されており、税務の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を活かした助言をいただいてお
ります。

①：②及び③以外の報酬等 ②：業績連動報酬等 ③：非金銭報酬等
比率 100％ 0％ 0％

当社における名称 基本報酬（固定報酬） － －

⑷　社外役員に関する事項
①　重要な兼職の状況及び当社と当該法人等との関係

・取締役（監査等委員）五十嵐啓二氏は、日比谷見附法律事務所の代表であります。当社と兼職先との間
には特別の関係はありません。

②　当事業年度中の取締役会及び監査等委員会での活動状況

⑸　当事業年度に係る取締役の報酬等
①　役員報酬等の内容の決定に関する方針等

・当社は2021年２月17日付で取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、「取
締役」という。）の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。（なお、当該決定方
針は、2021年４月８日付の取締役会において一部改定しております。）

　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決
定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの
答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりとなります。

イ.　取締役の報酬等については、当面の間、主に職責に応じた堅実な職務執行を促すため、次に掲げる表
のとおり「基本報酬（固定報酬） 」のみで構成されるものとする。

〈表：現行の報酬等の種類の比率〉

ただし、今後更なる持続的な成長と企業価値の向上を目指すため、取締役の報酬については短期のみな
らず中長期的な企業価値向上への貢献意識を高めることを目的として、報酬の一定割合について、イン
センティブ報酬の性格を有する業績連動報酬等や非金銭報酬等の導入について継続的に検討する。

ロ.　個々の取締役の具体的な報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内におい
て、委員の過半数が独立社外取締役で構成されている指名報酬委員会に諮問した答申を尊重し、経済情
勢や同業他社における報酬水準等を考慮しつつ、職責、取締役個人の経験・実績・貢献度に基づき決定
する。

－ 12 －
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会社役員に関する事項

取締役（監査等委員を除く。） ３名106,000千円
取締役（監査等委員） ４名 15,600千円（うち社外４名15,600千円）

ハ.　「基本報酬（固定報酬）」は、任期中に定期的に支払うものとし、原則として、毎月現金にて支払
う。

  ニ.　決定の委任について
　 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関し、取締役会の決議により、次の者に対し、次の
　 範囲・手続にて委任することができる。

委任を受ける者　　：当社代表取締役
委任する権限の内容：法令及び本決定方針に沿って、表中の①の報酬等につき、各取締役に対する具

体的配分額の決定及びこれに付帯する細部の事項の決定。
委任を受ける者に求める手続：委員の過半数が独立社外取締役で構成されている指名報酬委員会の答申を尊重

し、決定前に管理部門の担当取締役と協議を行い、同取締役から意見を聴取す
ること。

ホ.　本決定方針の決定・改定
　　　本決定方針は、取締役会によって決定され、変更される。監査等委員である取締役の報酬等の決定方
　　　針は、監査等委員である取締役の協議により決定され、変更される。
②　当事業年度に係る取締役の報酬等

（注）１. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２. 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2017年5月25日開催の第21回定時株主総会におい

て、年額200,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議しております。当該定時株主総会終結時点で
の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は４名です。
当社の監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年5月25日開催の第21回定時株主総会において、年額30,000千
円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点での監査等委員である取締役の員数は３名です。

３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の基本報酬（固定報酬）については、2021年２月17日開催の取締
役会において代表取締役松谷昌樹氏にその具体的配分額の決定及びこれに付帯する細部事項の決定を委任する旨の決議
を行い、代表取締役において決定を行っております。（なお、当該決定方針は、2021年４月８日付の取締役会におい
て一部改定しております。）当該決定権限を委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を最も熟知し、
総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。
なお、委任をした決定権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、支給水準については委員の過半数が独立社外
取締役で構成されている指名報酬委員会の答申を尊重し、決定前に管理部門の担当取締役と協議を行い、同取締役から
意見を聴取することとしております。

４．当期末の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は２名、取締役（監査等委員）の員数は３名であります。
上記の員数と相違しておりますのは、2023年５月25日付で退任した取締役（監査等委員）及び2024年１月15日付で
退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）それぞれ１名を含んでいるためであります。

－ 13 －
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会計監査人の状況、剰余金の配当等の決定に関する方針

金額（千円）

① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 23,000

② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 23,000

５．会計監査人の状況
⑴　会計監査人の名称

城南監査法人

⑵　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との監査契約において、会社法上の会計監査人の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対
する報酬等の額を明確に区分しておらず、かつ、実質的にも区分できませんので、上記報酬等の額にはこれらの合計額を記
載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどう
かについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について会社法第399条第１項の同意を行っております。

⑶　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計

監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議
の目的とすることといたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められ、改

善の見込みがないと判断した場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この
場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人
を解任した旨と解任理由を報告いたします。

⑷　当事業年度中に辞任した会計監査人に関する事項
該当事項はありません。

６．剰余金の配当等の決定に関する方針
当社グループは、株主への長期的な利益還元を経営の重要課題として位置づけております。利益配当につ

きましては、事業展開及び経営基盤の強化に必要な内部留保の充実に努めるとともに、安定性にも配慮した
うえで、業績に応じた配当を継続的に行うことを基本方針としております。
この方針のもと、2024年２月期の配当については、当事業年度の業績及び今後の経営環境を踏まえ、１

株当たり年間配当金を0.1円とすることを決定しております。

本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

－ 14 －
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連結貸借対照表

(2024年２月29日現在)
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 9,760,017 流 動 負 債 1,526,899

現 金 及 び 預 金 2,414,882 短 期 借 入 金 144,600

棚 卸 資 産 6,814,697 １年内返済予定の長期借入金 315,183

短 期 貸 付 金 360,000 未 払 費 用 300,749

そ の 他 175,508 前 受 金 691,500

貸 倒 引 当 金 △5,071 未 払 法 人 税 等 7,727

固 定 資 産 87,008 そ の 他 67,139

有 形 固 定 資 産 13,207 固 定 負 債 746,070

建 物 及 び 構 築 物 7,321 転換社債型新株予約権付社債 600,000

そ の 他 5,885 長 期 借 入 金 146,070

無 形 固 定 資 産 1,251 負 債 合 計 2,272,969

そ の 他 1,251 純 資 産 の 部

投 資 そ の 他 の 資 産 72,549 株 主 資 本 7,564,305

投 資 有 価 証 券 45,000 資 本 金 10,000

長 期 貸 付 金 32,149 資 本 剰 余 金 2,987,818

保 証 金 27,549 利 益 剰 余 金 5,090,791

そ の 他 33,920 自 己 株 式 △524,304

貸 倒 引 当 金 △66,070 新 株 予 約 権 9,750

純 資 産 合 計 7,574,055

資 産 合 計 9,847,025 負 債 ・ 純 資 産 合 計 9,847,025

連 結 貸 借 対 照 表

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

( 2023年３月１日から
2024年２月29日まで )

（単位：千円）
科　　　　　　　目 金　　　　　　　額

売 上 高 2,101,567

売 上 原 価 1,168,560

売 上 総 利 益 933,007

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 702,749

営 業 利 益 230,257

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 26,714

そ の 他 の 営 業 外 収 益 42,996 69,711

営 業 外 費 用

支 払 利 息 16,667

社 債 発 行 費 29,578

そ の 他 の 営 業 外 費 用 583 46,828

経 常 利 益 253,140

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 253,140

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 13,089

当 期 純 利 益 240,050

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 240,050

連 結 損 益 計 算 書

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表

(2024年２月29日現在)
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 7,656,715 流 動 負 債 1,477,516

現 金 及 び 預 金 2,303,528 短 期 借 入 金 144,600

販 売 用 不 動 産 256,589 １年内返済予定の長期借入金 315,183

仕 掛 販 売 用 不 動 産 488,090 未 払 費 用 300,749

共 同 事 業 出 資 金 2,004,264 前 受 金 627,500

短 期 貸 付 金 360,000 未 払 法 人 税 等 968

関 係 会 社 短 期 貸 付 金 1,157,615 そ の 他 88,515

そ の 他 1,091,698 固 定 負 債 746,070

貸 倒 引 当 金 △5,071 転換社債型新株予約権付社債 600,000

固 定 資 産 89,208 長 期 借 入 金 146,070

有 形 固 定 資 産 13,207 負 債 合 計 2,223,586

建 物 7,321 純 資 産 の 部

そ の 他 5,885 株 主 資 本 5,513,937

無 形 固 定 資 産 1,251 資 本 金 10,000

そ の 他 1,251 資 本 剰 余 金 2,987,818

投 資 そ の 他 の 資 産 74,749 そ の 他 資 本 剰 余 金 2,987,818

関 係 会 社 株 式 2,200 利 益 剰 余 金 3,040,423

長 期 貸 付 金 32,149 利 益 準 備 金 12,500

長 期 未 収 入 金 65,647 そ の 他 利 益 剰 余 金 3,027,923

そ の 他 72,549 繰 越 利 益 剰 余 金 3,027,923

貸 倒 引 当 金 △97,797 自 己 株 式 △524,304

新 株 予 約 権 8,400

純 資 産 合 計 5,522,337

資 産 合 計 7,745,924 負 債 ・ 純 資 産 合 計 7,745,924

貸　借　対　照　表

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

( 2023年３月１日から
2024年２月29日まで )

（単位：千円）
科　　　　　　　目 金　　　　　　　額

売 上 高 1,902,016

売 上 原 価 1,226,661

売 上 総 利 益 675,355

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 555,939

営 業 利 益 119,415

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 40,177

そ の 他 の 営 業 外 収 益 42,996 83,173

営 業 外 費 用

支 払 利 息 16,667

社 債 発 行 費 29,578

そ の 他 の 営 業 外 費 用 583 46,828

経 常 利 益 155,760

税 引 前 当 期 純 利 益 155,760

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 △4,816

当 期 純 利 益 160,577

損　益　計　算　書

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結会計監査報告

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士   坂　口  洋　二
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士   加　藤    尽

独立監査人の監査報告書
2024年４月17日

株式会社ランド
取締役会  御中

城南監査法人
東 京 都 渋 谷 区

　監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ランドの2023年３月１日から2024年２月29日まで

の連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記
表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株
式会社ランド及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ

とにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載
内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ
のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

－ 19 －
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連結会計監査報告

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどう
か結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結
計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監
査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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個別会計監査報告

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士   坂　口  洋　二
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士   加　藤     尽

独立監査人の監査報告書
2024年４月17日

株式会社ランド
取締役会　御中

城南監査法人
東 京 都 渋 谷 区

　監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ランドの2023年３月１日から2024年２月29

日までの第28期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並び
にその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該
計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における
職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること
にある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類に係る会計監査人の監査報告書
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個別会計監査報告

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明するこ
とにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思
決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2023年３月１日から2024年２月29日までの第28期事業年度における取締役の職務の執行について監査い
たしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

⒈　監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に

基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に
報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準及び内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準に準拠し、監査

の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務
の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し
ました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社
から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行
われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業
会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書及び連結注記表）について検討いたしました。

⒉　監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報

告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人城南監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
⑶　連結計算書類の監査結果

会計監査人城南監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2024年４月18日

株式会社ランド　監査等委員会

常勤監査等委員 齊 藤 守 人 ㊞
　　監査等委員 五十嵐　啓　二 ㊞
　　監査等委員 平 井 清 志 ㊞

（注）監査等委員全員は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

監査等委員会の監査報告書

以　上
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

候補者
番　号

ふ  り  が  な
氏　　　　　名 現在の当社における地位、担当及び重要な兼職の状況

１ まつ
松

 

　
 

　
たに
谷

 

　
 

　
まさ
昌

 

　
 

　
き
樹 代表取締役社長 再 任

　

２ さ
佐

 

　
 

　
せ
瀬

 

　
 

　
まさ
雅

 

　
 

　
あき
昭 常務取締役　管理部担当 再 任

　

再 任
　

：再任取締役候補者

株主総会参考書類

第１号議案　　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）２名全員は、本総会の終結

の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、取締役候補者の選定にあたっては、委員の過半数が独立社外取締役で構成されている指名報酬委員会

の答申を経ており、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任である
と判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

取締役候補者一覧

－ 24 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

候補者
番　号

ふ  り  が  な
氏　　　　　名
（生 年 月 日） 略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 状 況 所 有 す る 当 社

の 株 式 数

１
まつ
松

 

　
 

　
たに
谷

 

　
 

　
まさ
昌

 

　
 

　
き
樹

(1968年6月7日)

1991年 ４月 株式会社大京　入社
1996年12月 当社設立　代表取締役社長（現任）

320,036,000株
＜取締役候補者とした理由＞
当社の創業者として長年に亘り経営の指揮を執り、熱意と強い
責任感を持って経営にあたっております。不動産業界における
長い経験と企業経営者としての豊富な経験をもとに、今後も強
いリーダーシップが期待できることから、引き続き取締役候補
者といたしました。

２
さ
佐

 

　
 

　
せ
瀬

 

　
 

　
まさ
雅

 

　
 

　
あき
昭

(1965年9月18日)

1988年４月 株式会社大京　入社
1999年３月 株式会社シード　入社
2000年３月 オートバイテル・ジャパン株式会社　入社
2001年２月 当社入社　管理部長
2003年５月 当社取締役
2007年５月 当社常務取締役
2024年４月 当社常務取締役　管理部担当（現任）

217,800株

＜取締役候補者とした理由＞
当社及び当社グループ会社の取締役として長年に亘り管理部門
全体を統括し、経営課題に対し着実に取り組んでおります。そ
の実績、能力、不動産業界における長年の経験等により、経営
に関する豊富な知見を有していることから、引き続き取締役候
補者といたしました。

　(注）１. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 当社は、会社法第430条の３第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、

役員が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を填補することとしております。各候補
者が取締役に選任され就任した場合は、当該契約の被保険者となる予定であります。また、当該契約は１
年毎に契約更新しております。

－ 25 －
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監査等委員である取締役１名選任の件

ふ  り  が  な
氏　　　　　名 現在の当社における地位及び重要な兼職の状況

ふく
福　　

ち
地

 

　
 

　
せい
誠　　

じ
司 新 任

　
社 外

　
独 立

　

新 任
　

：新任取締役候補者 社 外
　

：社外取締役候補者 独 立
　

：独立役員候補者

第２号議案　監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、あらかじめ監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

監査等委員である取締役候補者一覧

－ 26 －
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監査等委員である取締役１名選任の件

ふ  り  が  な
氏　　　　　名
（生 年 月 日） 略 歴 、 地 位 及 び 重 要 な 兼 職 状 況 所 有 す る 当 社

の 株 式 の 数

ふく
福　　

ち
地

 

　
 

　
せい

誠　　
じ

司
（1959年３月28日）

2004年４月 公認会計士登録
　　　　　　　福地公認会計士事務所開設
　　　　　　　同所所長（現任）
2012年１月 税理士登録
　　　　　　　福地誠司税理士事務所開設
　　　　　　　同所所長（現任）
2012年６月 (株)ミダック（現(株)ミダックホールディングス）

社外監査役
2013年６月 (株)ＳＪＩ（現(株)ＣＡＩＣＡ　ＤＩＧＩＴＡＬ）

社外監査役
2017年６月 (株)ミダック（現(株)ミダックホールディングス）

社外取締役（監査等委員）
2020年９月 (合)SEGパートナーズ設立
　　　　　　　同社代表社員就任（現任）

　　　　　　―

＜社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要＞
公認会計士及び税理士として長年の経験と会計、税務面の専門家
として高い見識を有しております。他社において社外監査役、監
査等委員である社外取締役としての豊富な経験を有しており、 第
三者的な見方で取締役の職務遂行の監査が期待できることから、
社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は過去に社外役員
となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませ
んが、上記の理由により監査等委員である社外取締役としての職
務を適切に遂行できるものと判断しております。

(注）１. 監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 福地誠司氏は監査等委員である社外取締役候補者であります。
３. 当社は、新任の社外取締役候補者であります福地誠司氏について、監査等委員である取締役に選任され、

社外取締役に就任したときは、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。
４. 当社は、新任の社外取締役候補者であります福地誠司氏について、監査等委員である取締役に選任され、

社外取締役に就任したときは、同氏との間で当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、法令に定
める額を限度として、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定でありま
す。

５. 当社は、会社法第430条の３第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、
役員が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を填補することとしております。候補者
が取締役に選任され就任した場合は、当該契約の被保険者となる予定であります。また、当該契約は１年
毎に契約更新しております。

－ 27 －
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退任取締役に対する死亡弔慰金贈呈の件

ふ  り  が  な
氏　　　　　名 略 歴

わた
渡

 

　
 

　
なべ
部

 

　
 

　
 

　
 

　
 

　
たかし
隆

2013年５月 当社取締役
2017年５月 当社常務取締役
2024年１月 逝去

第３号議案　退任取締役に対する死亡弔慰金贈呈の件
　2024年１月15日に逝去されました故常務取締役 渡部隆氏のご遺族に対し、その在任中の功労に報いるととも
に弔意を表すため、死亡弔慰金1,200万円を贈呈いたしたく存じます。なお、その贈呈の時期及び方法等につき
ましては、取締役会にご一任願いたいと存じます。
　弔慰金の贈呈を相当とする理由は、長年にわたり取締役として当社の業績向上及び企業価値向上に尽力したた
めであります。
　本議案に関しましては、委員の過半数が独立社外取締役で構成されている指名報酬委員会の答申を経て、取締
役会にて決定しております。
　故常務取締役 渡部隆氏の略歴は、次のとおりであります。

以　上

－ 28 －
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手続き

＜インターネットによる議決権行使のお手続きについて＞

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願
い申し上げます。
当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不

要です。
記

１．議決権行使サイトについて
（１）インターネットによる議決権行使は、パソコンまたはスマートフォンから当社の指定する議決権行使サイ

ト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です。（ただし、毎
日午前２時30分から午前４時30分までは取り扱いを休止します。）

（２）インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されて
いる場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のイン
ターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。

（３）インターネットによる議決権行使は、2024年５月22日（水曜日）の午後７時まで受け付けいたします
が、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

２．インターネットによる議決権行使方法について
（１）パソコンによる方法

・議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）において、議決権行使書用紙に記載された「ログイン
ID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

・株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、
「仮パスワード」は議決権行使サイト上で任意のパスワードへの変更が可能です。

・株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。
（２）スマートフォンによる方法

・議決権行使書用紙に記載の「ログイン用QRコード」をスマートフォンにより読み取ることで、議決権行
使サイトに自動的に接続し、議決権行使を行うことが可能です。

　(「ログインID」および「仮パスワード」の入力は不要です。）
・スマートフォン機種によりQRコードでのログインができない場合があります。QRコードでのログインが
できない場合には、上記２．（１）パソコンによる方法にて議決権行使を行ってください。

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

－ 29 －
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手続き

システム等に関するお問い合わせ
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）

電話　0120-173-027（通話料無料）
受付時間　9:00～21:00（土曜・日曜・祝日も受付）

３．複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い
（１）郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内

容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
（２）インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせて

いただきます。

４．議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について
議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担と
なります。

以　上

－ 30 －
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地図

会 場 神奈川県横浜市西区北幸二丁目11番１号
横浜駅西口 タカシマヤ ローズホール

交 通 ＪＲ線、東急東横線、京浜急行線「横浜駅」西口より徒歩９分
相模鉄道線、横浜市営地下鉄「横浜駅」９番出入口より徒歩６分

お願い：駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮
くださいますようお願い申しあげます。 　

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。　

株主総会会場ご案内図
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